
発 行 薩󠄀摩川内市 入来会館 

発行日 令和 7年 7月 

問い合わせ先 

 入来町副田５６７４番地８ 

 電話番号 ４４－３６１１  

（所管課 市役所 社会福祉課） 

       

                             

     

                      第４７号 

 

                                  

     入来会館は、地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれた 

     コミュニティーセンターとして、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のため各種事業を総 

合的に行うための館です。 

  

 

       

 

 

          

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いろいろな場所で、活動をされている「かいもんそかい」の皆様が、功績を認

められ「文部科学大臣賞を受賞」されました。おめでとうございます！ 

そこで、取り組まれている話の題材の中に、人を思いやる大切さと自己肯定の

内容があったので、今回入来会館でお話会を開いていただきました。その歌詞を

掲載しました。皆さんも歌詞の意味を考えてみてくださいね。 

7/12、子ども・地域食堂を開催し

ました。みんなで楽しく食事をとった

後、食材提供していただいた方へのお

礼状を作成するととともに、七夕飾り

も作成していただきました。 

みんなの、願いが叶いますように!! 

私の歌 

①私を小さいと言うけれど 仕方がないのよ 生まれつき 

 私のいいとこ知らないの? ああ 頭が良くて可愛いの 

②私を太ってると言うけれど 仕方がないのよ 生まれつき 

 私のいいとこ知らないの? ああ 気は優しくて力持ち 

③私をやせてると言うけれど 仕方がないのよ 生まれつき 

 私のいいとこ知らないの?  

ああ どこから見てもスマートよ 

④私を背が高いというけれど 仕方がないのよ 生まれつき 

 私のいいとこ知らないの? 

 ああ ハシゴの代わりに手が届く 

5 月より、さわやか健康レクのグループに依

頼して、はんとけん体操を開催しています。 

どなたでも参加できますのでお気軽にお越しく

ださい。 

 基本 毎月 第１・第 3 月曜日 9:30～ 

問い合わせは、入来会館まで 44-3611 歌いながらゆっくりと体を動か

す体操です 

お知らせ 

 今回、入来会館で男性のフラ・

ダンス教室を行います。 

ゆっくりとした動きで足腰を鍛

え、認知症予防にも…参加されて

みませんか？ 

水曜日（3 回）10:00～11：00 七夕飾りを教わっています 



鹿児島県は、8 月を、「人権同和問題啓発強調月間」と定めています。 

この会館便りの所々に出てくる向日葵の花は、鹿児島県の「人権の花」となっています。 

県では、2005 年人権教育・啓発を推進するために「鹿児島県人権教育・啓発基本計画」を策定しま

した。「県民意識調査」の結果など踏まえて、2次改定しています。 

今回の 3 次改定に伴い、基本方針を掲載します。 

興味のある方は、冊子が会館にありますので来館ください。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  ①一人ひとりの人権が尊重される場（環境）での人権教育・啓発 

     人権に関する教育や啓発が行われる場として、一人ひとりの人権が尊重されるよう 

     配慮された、安全・安心な場を提供します。 

  ②一人ひとりの「違い」を尊重しあう人権教育・啓発 

     人権の正しい理解を身につけ、人権を尊重するということは、自身が権利を生まれ 

ながらに持っている主体であるのと同様に他者も権利を生まれながらに持っており、 

各自が追求する「幸福」の内容が、それぞれ個人によって異なるものであるという 

ことを理解し、それらを「違い」として尊重することができるよう取り組みます。 

  ③一人ひとりの「生きる力」や可能性を伸ばす人権教育・啓発 

     自分らしく生きていくための態度や技能を身につけ、自己決定や自己実現が尊重され 

     る社会の実現に向けて将来を切り開いていく力を伸ばすような取組を行います。 

  ④共生社会の実現を目指す人権教育・啓発 

     一人ひとりの人権が尊重されるたの基盤として、個性や価値観の違いを認め合い 

     誰もが、つながり合い、支え合う共生社会の実現に向けた取組を行います。 

  ⓹人権を生涯を通じた学習課題とする人権教育・啓発 

     誰もが生涯の各ステージで人権について学ぶ機会の充実に取り組みます。 

  ⑥人権の学びと実現が循環する人権教育・啓発 

     主体的に人権について学び、知的理解を深めるとともに、自分や他者の人権を守ろう 

     とする意識、意欲・態度を育み、人権のために行動する「学びと実践の循環」が起き 

     るような取組を行います。 

  ⑦人権を「我が事」として考える人権教育・啓発 

     一人ひとりが、人権は自分自身の生活に深くかかわる自らの課題であるという認識に 

     立ち、身近な人権問題について関心を深め、解決に向けて実践できる態度と技能を身 

     につけることができるように取組を行います。 

  ⑧国際社会の一員としての人権教育・啓発 

     人権に関する国際的動向に関心を高め、世界各国で起きている人権問題は、自分の 

     身近な人権問題と関係があることを認識し、国際社会の一員として、国際的な人権問 

     題の解決に役割を果たしていけるように取組を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

商店の減少に伴い、買い物をする場所が

遠くなったとの声を受け、社協の推進紹

介により、入来会館玄関前に「生協コー

プ」の移動販売車が立ち寄ります。 

毎週火曜日 11：30～11：45 

何を買お

うかな… 


